
（別紙５） 

一般住宅向け県有林材販売審査基準 

 

評価項目 評価基準 評価内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基

本

審

査

事

項 

販売協定の対象となる提案者の

要件 

共同体内に、山梨県物品等競争入札参加資格者名簿

「その他不要品買入(15-12)」業種登録を有する者がい

るか。 

左記評価基準項目記載なし又は確

認できない場合は 欠格 

 

県有林材が他の材と分別され、共同体構成者間で、円滑

に加工･流通し、県内における一般住宅で活用できる体

制・体系となっているか。 

共同体の構成者である製材・加工事業者及び製品流通

事業者がFSC森林管理認証におけるCoC認証を取得して

いるか、又は山梨県産材認証センターから山梨県産材・

合法木材取扱事業者として認定を受けているか。 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

左記評価基準項目記載なし又は確

認できない場合は 欠格 

需給調整 

 

希望する樹種、規格、材積、引き渡し市場が県の供給体

制で可能な範囲となっているか。 

左記評価基準項目記載なし又は確

認できない場合は 欠格 

買受素材価格 

 

 

県内市場引き渡し購入価格（素材）が、県の基準単価に

比べ妥当なものか。 

 

基準価より 

50%増以上 

20%増以上 

基準以上 

基準価未満 

左記評価基準項目記載なし又は基

準価80%未満の場合は 欠格 

県内における一般住宅の施工実

績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内における一般住宅の施工実績から実施可能な能力

を有しているか。 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

左記評価基準項目記載なし又は確

認できない場合は 欠格 



企

画

提

案

事

項 

県有林材の利用促進 県有林材の利用促進につながるものか。 

県内で建設を予定している一般住宅における県有林材の

利用量を増加する計画となっている場合等 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

左記評価基準項目記載ない場合は 

欠格 

県有林材の認知度向上 県有林材の認知度向上につながるものか。 

エンドユーザーなどに対して県有林材をＰＲする計画とな

っている場合等 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

左記評価基準項目記載ない場合は 

欠格 

県内産業への対応 製材から建築の過程において、県内事業者が関わってい

るか。 

 

優良と認められるもの 

良と認められるもの 

上記以外 

 


